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１ 平成２６年度水質検査計画 
 
 

 
 

 

当該検査計画は、平成２４年度実績に基づいて策定したもので、平成２６

年４月１日から翌年３月３１日までの実施計画です。 

 

 

 



 

 

  計画内容 目次 

１ 基本方針 

２ 水道事業の概要 

３ 水源（原水）及び給水栓水の状況 

４ 定期の水質検査を行う項目、地点、頻度 

５ 臨時の水質検査 

６ 水質検査方法 

７ 水質検査計画及び結果の公表 

８ 水質検査結果の評価 

９ 水質検査計画の見直し 

１０ 水質検査の精度管理及び信頼性 

１１ 関係者との連携 

１２ お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに  水質検査計画とは 

 

水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを確認するため行うもので、水

道水の水質管理面において重要なものです。この水質検査について、どのような項目をど

れくらいの頻度で行うかなどを示したものが水質検査計画です。  

水道法施行規則第１５条により、毎事業年度の開始前に「水質検査計画」を策定しなけ

ればならないと定められています。 

水質検査計画の策定は、水質基準の適合状況を確実に把握することを前提とし、効率的・

合理的な水質検査の実施を行うとともに、水質検査計画及び検査結果をお客さまに公表す

ることにより、 また、お客さまのご意見やご要望を計画に反映させることにより、その適

正化と透明性を確保することを目的としています。 

 

 

 

 



 

１ 基本方針 

宝塚市域全域に給水される水道水が水道法第４条に基づく水質基準を満たし、もって水道水

が安全で良質であることを確認するため、給水栓（蛇口）での水質検査をはじめ、水源及び浄

水場の水処理工程についても水質調査を行い、水質を継続して監視します。 

(１) 検査地点 

検査地点は、毎日検査・水質基準に関する検査ともに、お客様のお住まいを代表する地

点として、市役所サービスステーションや公園などを選定しています。毎日検査は水道水

質遠隔自動監視装置で行い、水質基準に関する検査は普段使用している蛇口（給水栓）で

行います（表 4）。 

その他、浄水場出口(浄水)、兵庫県水道用水供給事業からの受水点、浄水場入口(原水)

でも行います。また、水道水の元となる水源の水質を把握するため井戸、河川、貯水池な

どで水質試験を行います（表 5）。 

(２) 検査項目 

(ア) 毎日検査 

色及び濁り並びに消毒の残留効果について行います。 

(イ) 水質基準に関する検査 

水質基準項目５１項目について行います（表 6）。 

(ウ) 水質管理に関する検査 

水質管理目標設定項目２６項目について行います（表 8）。 

(３) 検査の回数 

(ア) 毎日検査 

水道水質遠隔自動監視装置に設置している、色度、濁度計及び残留塩素計により２

４時間連続して行います。 

(イ) 水質基準に関する検査（表 7） 

１） 検査の回数は、水道法施行規則第１５条第１項第３号に基づき定めます。 

２） 水道法施行規則第１５条第１項第３号イに定める項目は、月１回とします。 

３） 水道法施行規則第１５条第１項第３号ロに定める項目は、原因藻類発生時期に

月 1回以上とします。 

４） 水道法施行規則第１５条第１項第３号ハに定める項目は３箇月に１回とします。 

上記の項目の内、「クロロホルム」は過去３年間の検査結果の最高値が基準値

に対する対策値（７０％）を超えているため、２箇月に１回とします。「フッ素

及びその化合物」は、本市のこれまでの経緯により月１回とします。 

「水銀及びその化合物」、「陰イオン界面活性剤」、「非イオン界面活性剤」、「フ

ェノール類」は、過去３年間の検査結果最高値が基準値の１０％未満であるため

６箇月に１回とします。 

なお、その他検査回数を減じることができる項目がありますが、本市では、原

水の水質変動を考慮して回数は減じておりません。      

５） 水道法施行規則第１５条第１項第４号に定める項目について、原水並びに水源

及びその周辺の状況等により検査を省略することができますが、本市では、原水

の水質変動を考慮して省略しません。 



 

(ウ) 水質管理に関する検査（表 8） 

水質基準項目の定めに準じて検査の回数を設定します。 

 

２ 水道事業の概要 

本市の平成２４年度の給水状況は、４箇所の浄水場での浄水処理と兵庫県水道用水供給事業

の多田浄水場からの受水を加えた、約６７，８００立方メートル（一日平均）を約２３４，０

００人（給水人口）に給水しています。（、図 1） 

一人当たり一日約２９０リットル使用していることになります。 

表 1 給水状況 

区　分 内　容
給 水 人 口 234,320人
給 水 戸 数 100,328戸

年 間 配 水 量 24,808,967m3

一日最大配水量 76,004m3

一日平均配水量 67,790m3
 

 

 

浄水場は、惣川、生瀬、小浜、川面、小林、亀井の６箇所の浄水場があり、現在、生瀬、川

面浄水場は休止中ですが、その他４箇所の浄水場については全て急速ろ過方式により浄水処理

を行っています。また、貯水池を水源とする惣川浄水場では、原水の水質状況に応じ活性炭処

理を行っています（表 2 表 1）。 

 

表 2 浄水場施設概要(平成 25 年 11 月現在) 

浄水場名 原水の種類 処理能力 浄水処理方法

惣川浄水場 貯水池水、表流水 25,000m3/日
凝集沈澱急速濾過、前塩素処理
状況に応じて活性炭処理

生瀬浄水場(休止中) 表流水、地下水 5,000m3/日

小浜浄水場 地下水 18,100m3/日

川面浄水場(休止中) 地下水 10,000m3/日

小林浄水場 表流水(武庫川)、地下水 20,000m3/日

亀井浄水場 地下水  8,200m3/日

凝集沈澱急速濾過、前塩素処理

16,000m3/日(平成24年度一日最大受水量)

兵庫県水道用水供給事業から浄水を受水
県営水道　多田浄水場 貯水池水、猪名川
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図 1 給水状況の推移 



 

３ 水源（原水）及び給水栓水の状況 

(１) 水源（原水）の状況 

本市の水源は、地下水が全体の約半分を占め、その他に武庫川表流水や川下川貯水池が

あります。全ての水源（原水）について調査を行っており、各水源（原水）における水質

の留意事項に対し、対策等を定め安全な水質の確保に努めています（表 3）。 

平成２４年度は、貯水池水（惣川浄水場原水）のカビ臭対策及び水道水の消毒副生成物

抑制を目的に、通常水処理に加え活性炭処理を行いました。 

 

表 3 水源(原水)の留意事項と対策等 

水源 対策等
地下水 定期的に水質調査を実施し、水質を確認

表流水
　武庫川水系

環境部局、武庫川及び猪名川等の水質協議会
等との連携により発生源の確認、取水口におけ
る影響等の情報収集を行い、取水口開閉操作
を実施

貯水池水
県営水道（多田浄水場）
　猪名川水系

地質の影響

かび臭原因藻類の発生

油類等流出による突発性事故

臭気物質の確認
活性炭処理の実施

原水の留意事項

 

 

 

（２） 給水栓水の状況 

法令で定められた水質基準を満足しており、安全で安心な水道水を供給しています。

（表 7 検査頻度と過去 3年間における検査結果の最大値等） 

「フッ素及びその化合物」については、過去に水道水に含むフッ素が原因による班状

歯問題が起り、お客様へご迷惑をおかけしましたことから、市広報紙で毎月調査結果を

公表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 定期の水質検査を行う項目、地点、頻度 

(１) 法令に基づく給水栓での水質検査 

ア 毎日検査 

法令で一日一回以上の検査が義務づけられている、色及び濁り並びに消毒の残留効果

については、市内８箇所の給水栓（表 4、図 2）で実施します。 

イ 定期検査 

法令で検査が義務づけられている水質基準項目５１項目（表 6）については、市内９

箇所の給水栓（表 4、図 2）で実施します。検査の頻度は、法令で定められた検査回数

を基に、過去の検査結果や水質状況等を踏まえ表 7のとおり実施します。 

 

表 4 水質検査を実施する地点 

毎日検査地点 定期検査地点 水を製造している浄水場
東消防署西谷出張所 東消防署西谷出張所 多田･小浜浄水場混合
川面保育所 上下水道局水質試験所 多田･惣川浄水場混合
西消防署宝松苑出張所 ゆずり葉緑地 多田・惣川浄水場混合(生瀬浄水場経由)
長尾台ふれあい公園 長尾台ふれあい公園 小浜浄水場(川面浄水場経由)
安倉南第三公園 安倉中保育所 小浜浄水場
逆瀬川保育所 上下水道局 小林浄水場
わかくさ保育所 高司ふれ愛公園 亀井浄水場
中山台サービスステーション 中山台サービスステーション 多田・小浜浄水場混合

武庫山公園 多田･惣川混合(生瀬経由)･小林浄水場混合  

 

 

(２) 水質管理上必要な試験 

ア 水質基準にするには至らないが、水道水中に検出の可能性がある等の水質管理上留意

すべき項目として、設定された水質管理目標設定項目については、定期検査と同様の地

点で実施します。頻度は、過去の検査結果や水質状況等を踏まえ、表 8のとおり実施し

ます。 

イ 市内４箇所の浄水場の入口（原水）、出口（浄水）及び多田浄水場(兵庫県営水道)受

水点（表 5）での試験を表 7、表 8 のとおり実施します。 

ウ 地下水や表流水、貯水池（表 5）の水源水質状況を把握するため、必要な試験を表 7、

表 8のとおり実施します。 

 

表 5 水質試験を実施する地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場出口 県営水道受水点 地下水(井戸) 表流水(河川) 貯水池
中筋下配水池 浅井戸(小浜系) 川下川 川下川貯水池
惣川受水点 浅井戸(小林系) 武庫川 深谷貯水池

深井戸(小浜系) 惣川
深井戸(小林系) 僧川
深井戸(亀井系) 新田川

惣川浄水場

小浜浄水場

小林浄水場

亀井浄水場



 

 

 

◎ 毎日検査地点 

○ 定期検査地点 

■ 浄水場    

▲ 貯水池    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■惣川浄水場

■小林浄水場

■亀井浄水場

生瀬浄水場(休止中)・

兵庫県営 多田浄水場 ・ 

水質試験所○

武
庫
川

猪
名
川 

川下川貯水池 ▲ 

知明湖（一庫ダム貯水池） 

◎○東消防署西谷出張所

◎○長尾台ふれあい公園

◎○中山台サービスステーション 

 

◎川面保育所

○安倉中保育所 

◎安倉南第三公園 

○高司ふれ愛公園

わかくさ保育所◎

○上下水道局 

武庫山公園○

西消防署宝松苑出張所◎

逆瀬川保育所 ◎

ゆずり葉緑地○ 

深谷貯水池 ▲

■小浜浄水場
■川面浄水場（休止中）

図 2 水質検査地点 



 

表 6 水質基準と法令で定められた検査頻度 

1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること

2 大腸菌 検出されないこと

3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること

5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること

6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること

7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること

8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること

10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること

12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること

13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること

15 １,４-ジオキサン 0.05mg/L以下であること

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること

20 ベンゼン 0.01mg/L以下であること

21 塩素酸 0.6mg/L以下であること 3箇月に1回(4回/年)

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること

23 クロロホルム 0.06mg/L以下であること

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下であること

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること

26 臭素酸 0.01mg/L以下であること

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下であること

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下であること

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること

32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること

33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること

34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること

35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること

味 36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること

着 色 37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること

38 塩化物イオン 200mg/L以下であること 1箇月に1回(12回/年) 省略不可

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下であること

40 蒸発残留物 500mg/L以下であること

発 泡 41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること 3箇月に1回(4回/年)

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること

発 泡 44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること

臭 気 45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること

味 46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L以下であること 1箇月に1回(12回/年) 省略不可

47 pH値 5.8以上8.6以下であること

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下であること

51 濁度 2度以下であること

『原因藻類発生時期に月に１回以上』とは、水道法施行規則 第１５条 第１項 第３号ロによる

『３箇月に１回』とは、水道法施行規則第１５条 第１項 第３号ハによる。

3箇月に1回(4回/年)

3箇月に1回(4回/年)

基 礎 的

性 状
1箇月に1回(12回/年) 省略不可

『１箇月に１回』とは、水道法施行規則 第１５条 第１項 第３号イによる。

味
3箇月に1回(4回/年)

臭 気
原因藻類発生時期に

月に1回以上

消 毒 副

生 成 物 3箇月に1回(4回/年) 省略不可

着 色

3箇月に1回(4回/年)

有 機

物 質
3箇月に1回(4回/年)

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラン

ス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下であること

無 機

物 質

3箇月に1回(4回/年) 省略不可

3箇月に1回(4回/年)

分類
番

号
水質基準項目 水質基準 法令に基づく検査頻度

病 原

生 物

の 指 標

1箇月に1回(12回/年) 省略不可

 

 



 

表 7 検査頻度と過去 3年間における検査結果の最大値等 

法令に基づく検査

平成22年度 平成23年度 平成24年度 ※ａ 給水栓 浄水場出口 県営水道受水点 原水

1 一般細菌 0 0 0

2 大腸菌 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 4 4

4 水銀及びその化合物 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 2 ※ｃ 2

5 セレン及びその化合物 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.002 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素（平成26年度から追加) 0.005未満 0.005未満 0.005未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.6 1.5 0.8

12 フッ素及びその化合物 0.50 0.47 0.50 12 ※ｂ
13 ホウ素及びその化合物 0.25 0.21 0.18 4

14 四塩化炭素 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4

15 １,４-ジオキサン 0.005未満 0.005未満 0.005未満 2

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラン

ス-1,2-ジクロロエチレン
0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.003未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.36 0.36 0.42 ---

22 クロロ酢酸 0.002 0.002未満 0.002 ---

23 クロロホルム 0.059 0.056 0.047 6 ※ｂ ---

24 ジクロロ酢酸 0.025 0.010 0.025 ---

25 ジブロモクロロメタン 0.019 0.016 0.025 ---

26 臭素酸 0.001 0.001 0.002 ---

27 総トリハロメタン 0.065 0.066 0.064 ---

28 トリクロロ酢酸 0.03 0.04 0.02 ---

29 ブロモジクロロメタン 0.016 0.020 0.021 ---

30 ブロモホルム 0.003 0.003 0.003 ---

31 ホルムアルデヒド 0.011 0.012 0.009 ---

32 亜鉛及びその化合物 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.08 0.08 0.12

34 鉄及びその化合物 0.04 0.03未満 0.03

35 銅及びその化合物 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 74 58 54

37 マンガン及びその化合物 0.003 0.003 0.002

38 塩化物イオン 110 78 63 12 2～12

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 120 93 80

40 蒸発残留物 360 270 240 2

41 陰イオン界面活性剤 0.02未満 0.02未満 0.02未満 2 ※ｃ 4 2 2～4

42 ジェオスミン 0.000002 0.000002 0.000002

43 ２-メチルイソボルネオール 0.000002 0.000001 0.000002

44 非イオン界面活性剤 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 1.6 1.8 1.6 12 12 2～12

47 pH値
最大 7.7

最小 6.9

最大 7.7

最小 7.0

最大 7.5

最小 7.0
2～12

48 味 異常なし 異常なし 異常なし ---

49 臭気 異常なし 異常なし 異常なし

50 色度 1未満 1未満 1未満

51 濁度 0.2 0.1未満 0.1

番

号
水質項目

宝塚市内給水栓水での過去最大値 宝塚市での検査頻度 回/年

水質管理上必要な試験

12 4 2～12

4 2～44

4

4 4 2～4

4

4

4

4

4 4 2～4

4
4 2～4

4

2～4

12 4

2～12

4

2

※ａ　棒グラフは、水質基準を１００％とした場合の割合(過去3年間の最高値について、水質基準値に対する割合を示しています)

※ｂ　法令に基づく検査頻度より強化

※ｃ　過去３年間において検出されていないため、検査頻度を省略（水質基準の１０分の１未満）

4

4

4

原因藻類発生時期に

月に1回以上

原因藻類発生時期

に月に1回以上

2 ※ｃ
4

0% 100%

 

 

 

 

 



 

表 8 水質管理上必要な試験項目と頻度 

給水栓 浄水場出口 県営水道受水点 原水

1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)

3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L

4

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 4 4 4 2～4

6

7

8 トルエン 0.4mg/L以下 4 4 4

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L以下 2

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 4 ---

11

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 --- --- --- ---

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) ---

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) ---

15 農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下 --- --- ---

16 残留塩素 1mg/L以下 12 4 4 ---

17 ※カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下 ※ ※ ※ ※

18 ※マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 ※ ※ ※ ※

19 遊離炭酸 20mg/L以下 ---

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 --- --- --- ---

23 臭気強度(TON) 3以下 --- --- --- ---

24 ※蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 ※ ※ ※ ※

25 ※濁度 1度以下 ※ ※ ※ ※

26 ※pH値 7.5程度 ※ ※ ※ ※

27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける ---

28 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) ---

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 2～4

30 ※アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 ※ ※ ※ ※

給水栓 浄水場出口 県営水道受水点 原水

1 クリプトスポリジウム --- ---

2 ジアルジア --- ---

4 2～44

2

2

4

番

号
独自項目

宝塚市での検査頻度 回/年

随時 随時

4 4
2～4

4 4

※水質基準項目と重複、水質基準項目として検査実施

4

　削除（トランス-1,2-ジクロロエチレン）　平成21年4月1日より水質基準に追加

　削除（1,1,2-トリクロロエタン）　平成22年4月1日より削除

2～4

2

　削除（塩素酸）　平成20年4月1日より水質基準に追加

4
2

番

号
管理目標設定項目 目標値

宝塚市での検査頻度 回/年

水質管理上必要な試験

　削除（亜硝酸態窒素）　平成26年4月1日より水質基準に追加

4

 

 

 

 

 

５ 臨時の水質検査 

臨時の水質検査は、次のような場合に行います。 

(１) 水源の水質が著しく悪化したとき。 

(２) 水源に異常があったとき。 

(３) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。 

(４) 浄水過程に異常があったとき。 

(５) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 

 

 

 

 



 

６ 水質検査方法及び水質検査機関 

検査方法は、国が定めた検査方法（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働省が定

める方法」）により行います。 

下記の項目については、試料の採取は本市職員が行い、検査は外部の検査機関（登録水質検

査機関（水道法２０条に係る機関）、地方公共団体の機関）に委託します。 

(１) 検査を委託する項目 

農薬類の一部、クリプトスポリジウム、ジアルジア 

(２) 委託検査実施状況の確認方法 

水質検査結果の根拠となる書類（検量線、クロマトグラム等）の提出を求め確認を行い

ます。また、必要に応じて受託検査機関への立入検査を実施します。 

 

 ７ 水質検査計画及び結果の公表 

水質検査計画は、毎事業年度開始前に策定し、上下水道局ホーム

ページ及び市ホームページで公表しています。 

水質検査結果は、上下水道局ホームページ及び市ホームページで

公表するとともに「フッ素及びその化合物」の水質項目については、

市広報紙で毎月調査結果を公表します。 

また、一年間の検査・試験を収録した水質試験年報は、宝塚市役

所１階の資料閲覧コーナー及び市内の図書館で閲覧できます。 

 

 

 ８ 水質検査結果の評価 

各検査項目の結果を水質基準値と比較

し、翌年度の水質検査計画に反映します。 

 

９ 水質検査計画の見直し 

お客様のご意見やご要望を水質検査計

画に反映させ、安全で安心な水道水の供給

に努めます。 

 

１０ 水質検査の精度管理及び信頼性 

複数の検査機関が同一の共通試料（濃度未知）を測定し、その結果をもとに各検査機関にお

ける機関差や誤差要因の解析等の評価項目を算出し、必要に応じて検査技術の改善を行う「外

部精度管理」に参加し、検査精度の向上を図ります。 



 

１１ 関係者との連携 

本市では現在、水源河川流域の水道事業者や関係団体等と共に連携・協力を図り、水質異常

に即応できるよう取り組みを行っています。また、水源水質異常時の対処法や検査技術、水質

基準改正への対応等の情報を共有しあうことによって、検査精度を向上させるとともに水道水

質の向上を図ります。 

 

１２ お問い合わせ先 

水質検査計画は毎年度作成し公表しています。今後の水質検査計画作成の参考とさせていた

だきますので、お客さまのご意見、ご感想をお寄せ下さい。 

宝塚市上下水道局施設部浄水課（水質検査室） 

〒６６５－０８４７ すみれガ丘４丁目２番３号 水質試験所 

電  話  番  号   ０７９７－８３－６９４０ 

ファックス番号   ０７９７－８３－６９４１ 

電子メールアドレス m-takarazuka0188@city.takarazuka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度（２０１４年度） 宝塚市上下水道局 水質検査計画 

平成２６年４月１日 

 

宝塚市上下水道局施設部浄水課（水質検査室） 

宝塚市すみれガ丘４丁目２－３ 

電話０７９７－８３－６９４０ 



 

 

 

 

 

２ 水質検査について 



（１） 水道水の水質基準について 

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道

事業体等に検査の義務が課されています。水質基準は、水道法第４条に「水道

により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならな

い。」と規定されています。 
 水道水の用件 

１ 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは

物質を含むものでないこと。 

２ シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。 

３ 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。 

４ 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。 

５ 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。 

６ 外観は、ほとんど無色透明であること。 

 

水道法第４条に基づき具体的な基準項目を「水質基準に関する省令      

（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号）」で定めており、項目は厚生

科学審議会答申において、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべき

との考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討がすすめられています。 
改正時期 改正内容（水質基準） 

平成20年 4月 1日 

(2008 年) 

・塩素酸を水質基準に追加。基準値を 0.6mg/L とする。 

平成21年 4月 1日 

(2009 年) 

・「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止。 

・「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロ

ロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更。 

・「有機物（全有機炭素(TOC)の量）」に係る水質基準を 3mg/L 以下に強

化。 

平成22年 4月 1日 

(2010 年) 

・「カドミウム及びその化合物」に係る水質基準を 0.003mg/L 以下に強

化。 

平成23年 4月 1日 

(2011 年) 

・「トリクロロエチレン」に係る水質基準を 0.01mg/L 以下に強化。 

平成26年 4月 1日

(2014 年) 

・亜硝酸態窒素を水質基準に追加。基準値を 0.04mg/L とする。 

 



（２） 宝塚市の水質検査体制について 

ア 機構 

上下水道事業管理者 

└局長（水道技術管理者） 

└施設部長 

        └浄水課長 
          │ 

└水質検査室長 ─ 係長（２名） ─技術職員（３名） 

─事務職員（１名） 
           <水質試験所勤務> 

 

イ 水質試験所 

水質試験所では、皆様に安心して飲んでいただける安全な水道水をご提供す

るため、水源から給水栓水(蛇口)までの水質を検査しています。 

 

本市の水質検査は、小林浄水場の管理棟内の一角に検査室を設け、検査を実

施していましたが、検査スペースが年々手狭になってきたことや、平成５年の

水質基準の大改正に伴い増加した水質検査項目に対処するため、新たに水質検

査施設を整備することになりました。 

平成１２年３月にすみれが丘４丁目地内の惣川浄水場敷地内に水質試験所を

建設し、６月に供用を開始しました。その後も、水道水質基準の逐次改正に対

応し、自己により効率的で充実した検査を実施できるように、適切な検査機器

を整備し、水質検査体制の強化を図っています。 

 

・所在地  兵庫県宝塚市すみれガ丘４丁目２番３号 

   ・電話   ０７９７-８３-６９４０ 

・ファクシミリ ０７９７-８３-６９４１ 

・開所時間  ９時から１７時３０分まで 

 

 
               

・構造   鉄筋造２階建 

・建築面積  ４８９．５ｍ２ 

・延床面積  ７１０．１ｍ２ 



外観 説明
【名称】ガスクロマトグラフ質量分析計　（Gas Chromatograph Mass Spectrometer(GC-MS)）

【メーカー】島津製作所
【型式】GCMS-QP2010
【購入】平成１５年（２００３年）１１月
【分析項目】クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フェノール類、1,4-ジオキサン　など
【名称】パージアンドトラップ装置付ガスクロマトグラフ質量分析計　Gas Chromatograph Mass
Spectrometer with Purge and Trap Sampler(PT-GC-MS)
【メーカー】AGILENT (アジレント)
【型式】6890N+5973
【購入】平成１７年（２００５年）２月
【分析項目】四塩化炭素、トリハロメタン、カビ臭物質（ジェオスミン、２-メチルイソボルネオール）　など
【名称】ガスクロマトグラフ質量分析計　Gas Chromatograph Mass Spectrometer(GC-MS)

【メーカー】BRUKER(ブルカー)
【型式】300-MS
【購入】平成２１年（２００９年）３月
【分析項目】農薬類など
【名称】ファーネス原子吸光光度計　Furnace Atomic Absorption Spectrometer

【メーカー】日立ハイテクノロジーズ
【型式】Z-2700
【購入】平成１７年（２００５年）３月
【分析項目】重金属
【名称】誘導結合プラズマ質量分析装置　Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer(ICP-MS)

【メーカー】PerkinElmer (パーキンエルマー)
【型式】ELAN DRC-e
【購入】平成２０年（２００８年）３月
【分析項目】カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、クロム、ホウ素、亜鉛、アルミニウム、銅、マンガン　など
【名称】還元気化水銀測定装置　Mercury Analyzer

【メーカー】日本インスツルメンツ
【型式】RA-3420
【購入】平成１９年（２００７年）３月
【分析項目】水銀
【名称】イオンクロマトグラフ　Ion Chromatograph

【メーカー】DIONEX (ダイオネクス)
【型式】ICS2100+ICS1600
【購入】平成２４年（２０１２年）１２月
【分析項目】硝酸態窒素、フッ素、ナトリウム、塩化物イオン、硬度　など
【名称】ポストカラム-イオンクロマトグラフ　Post-column-Ion Chromatograph

【メーカー】DIONEX (ダイオネクス)
【型式】Versatile LC
【購入】平成１７年（２００５年）３月
【分析項目】シアン、陰イオン界面活性剤
【名称】高速液体クロマトグラフ　High performance liquid chromatograph(HPLC)

【メーカー】島津製作所
【型式】LC-10VP
【購入】平成１２年（２０００年）７月
【分析項目】臭素酸、非イオン界面活性剤
【名称】全有機体炭素計(TOC計)　Total Organic Carbon Analyzer

【メーカー】島津製作所
【型式】TOC-V CPH
【購入】平成１７年（２００５年）３月
【分析項目】有機物（ＴＯＣ）
【名称】分光光度計　Spectrophotometer

【メーカー】島津製作所
【型式】UV-2450
【購入】平成１８年（２００６年）３月
【分析項目】非イオン界面活性剤

検査機器一覧
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【名称】濁度計・色度計　Turbidity Chromaticity Analyzer

【メーカー】日本電色工業
【型式】WA-5000
【購入】平成１５年（２００３年）１月
【分析項目】濁度、色度
【名称】ｐＨ計　pH Meter

【メーカー】堀場製作所
【型式】F-52
【購入】平成１６年（２００４年）３月
【分析項目】ｐＨ
【名称】自動滴定装置　Automatic titrator

【メーカー】東亞ディーケーケー
【型式】AUT-701
【購入】平成23年（2011年）３月
【分析項目】アルカリ度　など
【名称】電気伝導率計　Electric Conductivity Meter

【メーカー】東亜
【型式】CM-60S
【購入】平成３年（１９９１年）５月
【分析項目】導電率
【名称】溶存酸素計　DO Meter

【メーカー】堀場製作所
【型式】OM-51
【購入】平成２１年（２００９年）３月
【分析項目】溶存酸素
【名称】自動固相抽出装置

【メーカー】ジーエルサイエンス
【型式】アクアトレースASPE699
【購入】平成１７年（２００５年）３月　２台
平成１９年（２００７年）２月　２台
【用途】分析の前処理
【名称】自動計測コロニーカウンター　Automatic Colony Counter

【メーカー】エスケーエレクトロニクス
【型式】PSF-1000
【購入】平成26年（２０14年）2月
【用途】一般細菌を検査する際に使用
【名称】実体顕微鏡・画像検出装置　Stereoscopic Microscope

【メーカー】オリンパス
【型式】SZX-ZB12・DP-72
【購入】平成１１年（１９９９年）８月・平成２１年（２００９年）３月
【用途】水処理工程の管理に使用
【名称】生物顕微鏡　Biological Microscope

【メーカー】オリンパス
【型式】BX51-34
【購入】平成１５年（２００３年）２月
【用途】水処理工程の管理に使用

12

13

14

15

16

17

20

18

19



検査方法

1 一般細菌 標準寒天培地法

2 大腸菌 特定酵素基質培地法

3 カドミウム及びその化合物 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

4 水銀及びその化合物 還元気化－原子吸光光度法

5 セレン及びその化合物

6 鉛及びその化合物

7 ヒ素及びその化合物

8 六価クロム化合物

9 亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

10 シアン化物イオン及び塩化シアン イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

12 フッ素及びその化合物

13 ホウ素及びその化合物 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

14 四塩化炭素 パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法（PT-GC-MS法）

15 1,4-ジオキサン 固相抽出－ガスクロマトグラフ－質量分析法（固相抽出-GC-MS法）

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ
ンス-1,2-ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン

18 テトラクロロエチレン

19 トリクロロエチレン

20 ベンゼン

21 塩素酸 イオンクロマトグラフ法

22 クロロ酢酸
溶媒抽出－誘導体化－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法
　（溶媒抽出-GC-MS法）

23 クロロホルム パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法（PT-GC-MS法）

24 ジクロロ酢酸
溶媒抽出－誘導体化－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法
　（溶媒抽出-GC-MS法）

25 ジブロモクロロメタン パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法（PT-GC-MS法）

26 臭素酸 イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法

27 総トリハロメタン
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム
ごとに２３の項、２５の項、２９の項及び３０の項に掲げる方法

28 トリクロロ酢酸
溶媒抽出－誘導体化－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法
　（溶媒抽出-GC-MS法）

29 ブロモジクロロメタン

30 ブロモホルム

31 ホルムアルデヒド
溶媒抽出－誘導体化－ガスクロマトグラフ－質量分析法
　（溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法）

32 亜鉛及びその化合物

33 アルミニウム及びその化合物

34 鉄及びその化合物 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

35 銅及びその化合物 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

36 ナトリウム及びその化合物 イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法

37 マンガン及びその化合物 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

38 塩化物イオン イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法

40 蒸発残留物 重量法

41 陰イオン界面活性剤 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

42 ジェオスミン

43 2-メチルイソボルネオール

44 非イオン界面活性剤 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

45 フェノール類 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法

46 有機物（全有機炭素（ＴOC）の量） 全有機炭素計測定法

47 pH値 ガラス電極法

48 味

49 臭気

50 色度 透過光測定法

51 濁度 積分球式光電光度法

検査方法

色（色度） 連続自動測定機器による透過光測定法

濁り（濁度） 連続自動測定機器による透過光測定法

消毒の残留効果（残留塩素） ポーラログラフ法

検査方法（水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法）
水質基準項目

誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法（PT-GC-MS法）

水道水質遠隔自動監視装置

パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法（PT-GC-MS法）

誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析（ICP-MS法）

パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析法（PT-GC-MS法）

官能法



 

 

 

 

 

３ 宝塚市の水道水について 
 

宝塚市は、市内７箇所の浄水場（玉瀬※・惣川・生瀬※・川面※・小浜・小林・亀井）及び川

西市にある多田浄水場（兵庫県企業庁）の計８箇所の浄水場より水道水をお客様へ届けて

います。 

※ …玉瀬浄水場は休止中です。 

…生瀬浄水場は水処理を行っておらず、惣川浄水場で処理をし

た水道水を受水し配水しています。 

…川面浄水場は水処理を行っておらず、小浜浄水場で処理をし

た水道水を受水し配水しています。 

 

 

(１) 水源（原水）の状況 
本市の水源は、地下水が全体の約半分を占め、その他に武庫川表流水や川下

川貯水池があります。全ての水源（原水）について調査を行っており、各水源

（原水）の水質試験結果は、『５ 原水水質試験結果』をご覧ください。 

 

 

(２) 給水栓水の状況 
お客様へお届けする水道水が水道法第４条に基づく水質基準を満たし、もっ

て水道水が安全で良質であることの確認を行うために、定期的に水質検査を実

施しています。 

浄水場系統ごとに選定した採水場所（９地点）より水道水を採取し、検査を

行っています。各地点の検査項目ごとの検査結果及び範囲は、次頁のとおりで

す。 



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.48 0.31 0.42

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.22 0.12 0.17

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.05 0.04 0.04

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.15 0.06未満 0.06未満

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.020 0.003 0.013

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.004 0.004未満 0.004未満

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.007 0.004 0.006

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.039 0.012 0.028

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.013 0.005 0.009

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001 0.001未満 0.001未満

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.05 0.01未満 0.03

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 15 12 13

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 19 16 18

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 50 39 44

40 蒸発残留物 500mg/L以下 110 100 100

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.9 0.5 0.7

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.4 7.2 7.3

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：東消防署西谷出張所

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：東消防署西谷出張所

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸
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ジクロロ酢酸
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銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物
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カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.44 0.22 0.34

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.22 0.11 0.16

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.03 0.02未満 0.02

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.09 0.06未満 0.06未満

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.044 0.015 0.027

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.017 0.007 0.014

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.003 0.001未満 0.001

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.056 0.022 0.034

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.010 0.004 0.006

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.07 0.02 0.04

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 15 13 14

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 21 15 17

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 32 25 27

40 蒸発残留物 500mg/L以下 95 88 92

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 1.7 0.9 1.4

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.5 7.3 7.4

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：宝塚市上下水道局水質試験所

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：宝塚市上下水道局水質試験所

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.48 0.26 0.37

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.31 0.14 0.20

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.05 0.02未満 0.03

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.10 0.06未満 0.06未満

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.047 0.020 0.029

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.011 0.004未満 0.005

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.006 0.001 0.003

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.064 0.030 0.039

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.013 0.006 0.008

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.06 0.02 0.04

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 19 15 17

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 27 17 21

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 38 27 31

40 蒸発残留物 500mg/L以下 110 90 100

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 1.6 0.9 1.3

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.5 7.2 7.3

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：ゆずり葉緑地

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：ゆずり葉緑地

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.38 0.18 0.30

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.32 0.26 0.28

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.16 0.13 0.14

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.19 0.08 0.12

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.006 0.002 0.003

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.004 0.003 0.004

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.014 0.009 0.011

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.003 0.002 0.002

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.002 0.002 0.002

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 0.01未満 0.01

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 42 40 41

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 49 44 46

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 61 51 55

40 蒸発残留物 500mg/L以下 200 190 200

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.7 0.3 0.5

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.3 7.1 7.2

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：安倉中保育所

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：安倉中保育所

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%
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大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物
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シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.63 0.38 0.50

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.54 0.30 0.41

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.17 0.08 0.12

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.23 0.06未満 0.11

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.024 0.002 0.014

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.015 0.006 0.009

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.024 0.006 0.011

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.070 0.025 0.040

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.025 0.008 0.014

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.003 0.001未満 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02 0.01 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.04 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 42 22 33

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001 0.001未満 0.001

38 塩化物イオン 200mg/L以下 55 25 40

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 73 40 55

40 蒸発残留物 500mg/L以下 220 140 190

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000008 0.000001未満 0.000003

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 1.4 0.7 1.0

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.3 7.1 7.2

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：宝塚市上下水道局

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：宝塚市上下水道局

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.38 0.06 0.15

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.34 0.27 0.31

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.11 0.09 0.10

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.40 0.09 0.18

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.006 0.002 0.003

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.008 0.003 0.005

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.024 0.007 0.012

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.008 0.002 0.004

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.002 0.001未満 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 0.01未満 0.01未満

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 41 38 40

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 41 32 35

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 50 41 46

40 蒸発残留物 500mg/L以下 200 180 190

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.7 0.3 0.5

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.3 7.0 7.2

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：高司ふれ愛公園

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：高司ふれ愛公園

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.52 0.32 0.42

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.22 0.11 0.17

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.05 0.03 0.04

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.14 0.06未満 0.06

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.015 0.002 0.010

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.007 0.004未満 0.004

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.005 0.003 0.004

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.030 0.009 0.022

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.010 0.003 0.008

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.05 0.01未満 0.03

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 13 11 12

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 18 15 17

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 55 41 48

40 蒸発残留物 500mg/L以下 110 99 100

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 1.0 0.6 0.8

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.4 7.2 7.3

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：中山台サービスステーション

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：中山台サービスステーション

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.52 0.29 0.41

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.38 0.13 0.27

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.11 0.02未満 0.08

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.20 0.06未満 0.06

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.027 0.011 0.018

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.015 0.005 0.010

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.014 0.001 0.008

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.043 0.026 0.035

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.017 0.005 0.011

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.002 0.001未満 0.001未満

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.04 0.02 0.03

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.04 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 34 15 26

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 40 18 30

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 54 31 44

40 蒸発残留物 500mg/L以下 180 86 140

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 1.7 0.9 1.2

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.4 7.2 7.3

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：武庫山公園

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：武庫山公園

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



水質基準項目 水質基準 最高値 最低値 平均値

1 一般細菌 ※1ml中100以下 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.40 0.23 0.32

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.30 0.21 0.25

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.13 0.11 0.12

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6mg/L以下 0.14 0.06未満 0.10

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.017 0.006 0.009

24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 0.006 0.004未満 0.005

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.009 0.006 0.008

26 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.037 0.020 0.027

28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.009 0.004 0.007

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.009 0.002 0.003

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.03 0.01 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 37 33 35

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

38 塩化物イオン 200mg/L以下 44 33 40

39 カルシウム､マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 56 46 49

40 蒸発残留物 500mg/L以下 190 170 180

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 1.0 0.5 0.7

47 ｐＨ値 5.8～8.6 7.4 7.2 7.3

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下 1未満 1未満 1未満

51 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

異常なし

異常なし

　検査地点：長尾台ふれあい公園

各地点の検査項目ごとの検査結果（最高値、最低値、平均値）



各地点の検査項目ごとの検出範囲（┣：最低値　　◆：平均値　　┫：最高値）

　検査地点：長尾台ふれあい公園

　水質基準を１００％、未満表示を０％とした場合の検出範囲（ｐＨ値は、基準値の下限値５．８から上限値８．６の範囲で表示）0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム､マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値

味

臭気

色度

濁度



 

 

 

 

 

４ 浄水水質検査結果 
 

(１) 給水栓水（一日一回以上行う検査） 
法令で一日一回以上の検査が義務づけられている、色及び濁り並びに消毒の

残留効果については、市内８箇所の給水栓に設置した水道水質遠隔自動監視装

置により水質監視を行っています。 

 

検査地点 

東消防署西谷出張所 

     川面保育所 

     西消防署宝松苑出張所 

     安倉南第３公園 

     逆瀬川保育所 

     わかくさ保育所 

     中山台サービスステーション 

     長尾台ふれあい公園 

 

 
 

長尾台ふれあい公園に設置した監視装置 

 

 



給水栓水水質検査結果書（一日一回以上行う検査）

市北部（小浜浄水場・兵庫県営多田浄水場系統給水栓）

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5

惣川浄水場・兵庫県営多田浄水場系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6

惣川浄水場・兵庫県営多田浄水場系統(旧生瀬浄水場経由)給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9

小浜浄水場系統(旧川面浄水場経由)給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.5

小浜浄水場系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.8 0.7 0.4

小林浄水場系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8

亀井浄水場系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.8 0.5 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 1.0

小浜浄水場・兵庫県営多田浄水場系統給水栓

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9 0.6 0.6 0.8 1.0

※検査は、毎日１１時頃に実施しました。

※消毒の残留効果は、毎日0.1mg/L以上あることを確認しました。上記結果書には月間平均値を表記しています。

平成２６年度（２０１４年度）



 

 

 

 

 

４ 浄水水質検査結果 
 

 (２) 給水栓水 
浄水場系統ごとに市内９箇所の検査地点（給水栓）で水質検査を実施しています。 

 

検査地点 

     東消防署西谷出張所 

     水質試験所 

     ゆずり葉緑地 

     安倉中保育所 

     宝塚市上下水道局 

     高司ふれ愛公園 

     中山台サービスステーション 

     武庫山公園 

     長尾台ふれあい公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高司ふれ愛公園            ゆずり葉緑地 

 
 

























































 

 

 

 

 

４ 浄水水質検査結果 
 

(３) 浄水場出口 
市内４箇所の浄水場で水質調査を実施しています。 

注：玉瀬、生瀬浄水場及び川面浄水場は、水処理を行っていないため調査は実

施しておりません 

 

検査地点 

惣川浄水 

小浜浄水 

小林浄水 

亀井浄水 



























 

 

 

 

 

４ 浄水水質検査結果 
 

(４) 受水点 
市内２箇所の兵庫県営多田浄水場の受水点で水質調査を実施しています。 

 

検査地点 

兵庫県企業庁 多田浄水（中筋下配水池） 

兵庫県企業庁 多田浄水（惣川受水点） 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 















 
 

 
 

 

５ 原水水質試験結果 
 

(１) 浄水場原水 
下記の６箇所で水質調査を実施しています。尚、その他の浄水場原水は、浅井

戸等の水源ごとに調査を実施しています。 

 

試験地点 

惣川浄水場原水 

小浜浄水場浅井戸原水 

小浜浄水場深井戸原水 

小林浄水場浅井戸原水 

小林浄水場深井戸原水 

武庫川（小林浄水場原水 武庫川取水口）  

 

 

 

 







































 

 

 

 

 

５ 原水水質試験結果 
 

(２) 浅井戸 
浅井戸６箇所で水質調査を実施しています。 

 

試験地点 

小浜浅井戸１号（小浜浄水場）             

川面浅井戸（川面浄水場）               

小浜第３浅井戸（小浜浄水場）             

小林浅井戸１号（小林浄水場）             

小林浅井戸２号（小林浄水場）             

高松浅井戸（高松町 1番 87 号）               

 

(３) 深井戸 
深井戸１８箇所で水質調査を実施しています。 

 

試験地点 

亀井第１深井戸（亀井町 12 番 33 号）           

川面第１深井戸（旭町 3丁目 92 番地）           

川面第２深井戸（小浜 3丁目 15 番 2 号）          

川面第３深井戸（美座 2丁目 6番 2号）          

川面第４深井戸（美座 2丁目 10 番 1 号）          

小浜第１深井戸（小浜 2丁目 1番 1号）          

小浜第３深井戸（小浜 1丁目 1番 1号）          

小浜第４深井戸（小浜 2丁目 5番）            

小浜第５深井戸（小浜 3丁目 5番 20 号）          

小林第１深井戸（伊孑志 4丁目 1番 51 号）         

小林第２深井戸（東洋町 1番 3号）            

小林第３深井戸（末広町 3番 1号）            

小林第４深井戸（亀井町 1番 23 号）           

小林第５深井戸（伊孑志 2丁目 6番）           

小林第６深井戸（末広町 78 番 1 号）           

亀井第３深井戸（高松町 1番 87 号）           

亀井第４深井戸（伊孑志 4丁目 17 番 2 号）         

亀井第５深井戸（亀井町 14 番 3 号）           

 



























 

 

 

 

 

５ 原水水質試験結果 
 

(４) 貯水池 
惣川浄水場の水源である川下川貯水池３箇所、惣川浄水場の水源である渓流

取水口３箇所、及び予備水源である深谷貯水池の計７箇所において水質調査を実

施しています。 

 

試験地点 

川下川貯水池取水塔付近（貯水池上流部）        

川下川貯水池（貯水池下流部 惣川浄水場取水口付近）    

川下川（貯水池入口）               

惣川（長尾山渓流取水口）              

僧川（切畑渓流取水口）               

新田川（立合新田渓流取水口）            

深谷貯水池（水位観測点）               

 

 

 
 

川下川貯水池 









 

 

 

 

 

６ 農薬試験結果 































































 

 

 

 

 

７ 浄水場水処理対応 
 

(１) 惣川浄水場 
惣川浄水場は宝塚市北部に位置する川下川貯水池を主な水源とし、水処理

を行っています。 

平成２６年度は夏場の水温上昇により、水質基準項目である「クロロホル

ム」（消毒副生成物）の生成量が増加、一時基準値の７０％を超過しました。 

低減対策として着水井への粉末活性炭注入量を増やす措置をとりました。 

 

 

(２) 小林浄水場 
小林浄水場は宝塚市南部の武庫川右岸に位置し、深井戸、浅井戸、武庫川

の３種類の混合水を原水とし、水処理を行っています。 

平成２６年度は夏場の水温上昇により、水質基準項目である「ブロモジク

ロロメタン」（消毒副生成物）の生成量が増加、一時基準値の７０％を超過し

ました。 

また、臭気物質「ジェオスミン」が増加し、一部地域でカビ臭などの影響

が出ました。 

低減対策として原水の混合比率を変更しました。 

 



 

 

 

 

 

８ その他の試験結果 
 

(１) 公道等における不明水の調査 
道路の路面等からの不明水（漏出水等）は、雨水や地下水などの自然由来

によるもの、水道管からの漏水によるもの等が考えられます。水道管からの

漏水であった場合は、早急な修繕が必要なため、水道水特有のトリハロメタ

ン等の試験を行っています。 

平成２６年度は、２１件の不明水について調査を行い、うち１２件を自然

水、６件を水道水と推定しましたが、３件は判定できませんでした。 

 

 

(２) 局内依頼調査 
異物の検査を２回行いました。異物のうち１件はシールコートの剥離と認

められました。１件は特定できませんでした。 

 

 

(３) 一般給水栓水の問い合わせ 
平成２６年度はお客様から４５件のお問合せを頂きました。内容でもっと

も多いのが「異物」次いで「異臭・味」となっています。 

これからも安心して水道水をご利用いただけるよう、検査精度の向上や水

質検査結果の情報提供などに取り組んでいきます。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内容 件数 

異物 15 

異味異臭 10 

水質不安 9 

着色・濁り 3 

その他 8 

計 45 



　(１)　公道等における不明水の調査

整理
番号

受付日 場所 試験 判定

1 H26.5.13 売布きよしガ丘 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

2 H26.8.19 寿楽荘２ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

3 H26.9.12 中筋山手２ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

4 H26.9.22 山本台１ 検出(トリハロメタン) 水道水とは判定できなかった。

5 H26.9.24 すみれガ丘３ 検出(トリハロメタン) 自然水ではないと推定。

6 H26.9.29 川面５ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

7 H26.10.9 長尾台２ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

8 H26.10.27 米谷１ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

9 H26.11.17 清荒神４ 検出(トリハロメタン) 水道水とは判定できなかった。

10 H26.12.4 仁川台 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

11 H27.1.7 寿楽荘２ 検出(トリハロメタン) 水道水とは判定できなかった。

12 H27.1.16 南ひばりガ丘２ 検出(トリハロメタン) 自然水ではないと推定。

13 H27.1.19 雲雀丘３ 検出(トリハロメタン) 自然水ではないと推定。

14 H27.2.10 花屋敷つつじガ
丘２

不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

15 H27.2.18 安倉中１ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

16 H27.2.24 花屋敷荘園３ 検出(トリハロメタン) 自然水ではないと推定。

17 H27.3.17 花屋敷荘園１ 検出(トリハロメタン) 自然水ではないと推定。

18 H27.3.17 中筋山手４ 検出(トリハロメタン) 自然水ではないと推定。

19 H27.3.24 花屋敷つつじガ
丘６

不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

20 H27.3.26 安倉中１ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。

21 H27.3.27 売布４ 不検出(トリハロメタン) 水道水ではないと推定。



　(２)　局内依頼調査

整理
番号

受付日 場所 内容 調査結果

1 H26.4.30 高松町 白い異物の調査 モルタルライニング管の内面に塗布されたシールコートと推定され
る。

2 H26.9.16 売布４ 黒い異物の調査 特定することはできなかった。



　(３)　一般給水栓水の問い合わせ

整理
番号

受付日 場所 内容 対応・調査結果

1 H26.4.24 小林５ 異物
（黒い異物）

台所及び散水栓からは異物が認められなかった。宅内配管等に原
因が考えられるため、大家に相談していただくようお願いする。

2 H26.5.8 中山五月台５ 水質不安
（風呂場、電気ケトル、洗
濯物の変色）

風呂場や洗濯物のピンク色の物質は霊菌と呼ばれる細菌であるこ
と、電気ケトルの黒ずみは水から生じたミネラルである可能性を説
明した。

3 H26.5.26 小浜５ 異臭味
（腐敗臭）

現在、腐敗臭は感じないということなので、異常があれば再度連絡
をいただくようお願いする。

4 H26.6.4 鹿塩２ 異臭味
（かび臭）

水道水を採取し、外で嗅ぐと臭気はなかった。水回りの清掃をして
様子をみていただくようお願いする。

5 H26.6.4 逆瀬川２ 水質不安
（残留塩素の低下）

使用量の減少から水が滞留して残留塩素が失われたと考えられ
る。受水槽の管理について施設管理者に対処していただくよう説
明する。

6 H26.6.4 御所の前町 異物
（鉄錆の赤水）

シールコートと赤水が確認された。水道管の老朽化が原因と思わ
れ、工務課において水道管の取替えや洗管を検討していることを
伝え、様子をみていただくようお願いする。

7 H25.6.12 安倉北 異物
（赤いスライム）

霊菌と呼ばれるかびで湿度の高い場所に繁殖することを説明、換
気をしていただくようお願いする。

8 H26.6.18 宝塚在住 その他問い合わせ
（訪問販売）

水道局職員が突然、訪問することはない。水道水がピンク色に変
色したのは残留塩素によるもので、安全であることを説明する。

9 H26.6.24 山本南２ 水質不安
（残留塩素の低下）

捨て水によって残留塩素濃度が回復。使用量の減少によって受水
槽等で水が滞留し、残留塩素が低下したと考えられる。

10 H26.6.24 平井５ 異物
（黒い異物）

水道メーター前後のフレキ管が不良品に該当したため、工務課に
おいて対応する。

11 H26.6.30 武庫山１ 異物
（白い異物）

他の蛇口からは出ないため、フレキシブルホースの内面剥離と考え
られる。メーカーと相談していただくこととする。

12 H26.7.7 中山五月台７ 水質不安
（白い泡）

白い泡は水道水中の空気であることを説明し、工務課と相談いた
だくよう伝える。

13 H26.7.16 中州１ 異物
（黒い異物）

実体顕微鏡で観察した結果、異物はパッキンの劣化と考えられる。
設備業者と相談していただくようお願いする。

14 H26.7.23 中州１ 異物
（黒い異物、白い異物）

パッキンの劣化とフレキシブルホースの内面剥離が原因として考え
られる。設備業者と相談していただくようお願いする。

15 H26.7.29 大原野 異物
（黒い異物）

パッキンの劣化が原因として考えられる。設備業者と相談していた
だくようお願いする。

16 H26.8.5 花屋敷つつじガ
丘

異臭味
（薬品くさい）

水道水に異臭はなかった。近隣からの問合せもなく、現在は臭わな
いとのことなので、再度異常があれば連絡をいただくようお願いす
る。

17 H26.8.6 月見山１ 異物
（黒い異物）

実体顕微鏡で確認したところ、劣化したゴムパッキン等樹脂の形状
を示した。設備業者と相談していただくようお願いする。

18 H26.8.11 宝塚在住 水質不安
（台風の影響）

原水を水道水に処理する過程で濁りを無くす過程があり、水道水
の水質に変化はないことを説明する。

19 H26.8.20 中筋３ 異物
（黒い異物、白い異物）

パッキンの劣化とフレキシブルホースの内面剥離が原因として考え
られる。設備業者と相談していただくようお願いする。

20 H26.9.5 高司２ 着色・濁り
（茶色）

風呂場の水について測定したところ、鉄・マンガンが多く含まれて
いた。設備業者と相談していただくようお願いする。



整理
番号

受付日 場所 内容 対応・調査結果

21 H26.10.6 星の荘 水質不安
（濁水の健康への影響）

消火活動によって生じた濁水は水道管内に付着していたもので、
毒物や細菌でもなく、飲用したとしても健康被害はないことを説明
する。

22 H26.10.8 仁川北１ 水質不安
（泡が消えない）

味・臭気、残塩に異常はなかった。しばらく様子をみていただくよう
お願いする。

23 H26.10.9 小林１ 異臭味
（かび臭）

ジェオスミンが検出された。健康には影響ないこと、地下水の混合
率を上げて対処していることを説明する。

24 H26.10.10 寿楽荘 異臭味
（かび臭）

台風によりジェオスミンの濃度が上昇。健康上問題は無いが、地下
水の混合率を上げて対処していると説明する。

25 H26.10.14 山本東 その他問い合わせ
（硬度）

日本の水道水は軟水であることを回答する。

26 H26.10.16 小林３ 異臭味
（かび臭）

台風によるジェオスミンの濃度上昇が原因。健康上問題は無いが、
地下水の混合率を上げて対処していると説明する。

27 H26.10.17 向月町 異物
（黒い異物）

水道メーター前後のフレキ管が不良品に該当したため、工務課に
おいて対応する。

28 H26.10.20 御殿山３ 異臭味
（異臭）

味・臭気、残塩に異常はなく、手洗いのみとのことなので、配管か
設備が考えられる。しばらく様子をみていただくようお願いする。

29 H26.10.21 逆瀬川２ 異物
（黒い異物）

水道メーター前後のフレキ管が不良品に該当したため、工務課に
おいて対応する。

30 H26.10.27 中山寺１ 水質不安
（胸がむかつく）

味・臭気、残塩に異常はなかった。水道水の安全性や広域的に配
水されていること等を説明する。

31 H26.10.29 平井２ 異物
（白い異物）

実体顕微鏡により観察したところ、フレキシブルホースの内面剥離
が原因として考えられる。

32 H26.10.29 宝松苑 その他問い合わせ
（pHについて）

浄水場において水道水が中性のpH7付近になるように、水酸化ナ
トリウムを用いて調整していることを説明する。

33 H26.10.31 小林 着色・濁り
（着色）

水質基準を満たしており、飲用に適する水を供給している旨を説明
する。

34 H26.11.6 南口２ その他問い合わせ 南口は小林浄水場系統であること、検査結果は市ホームページで
公表されていること、カルキ臭は残留塩素によるものであることなど
を説明する。

35 H26.11.12 小浜５ 水質不安 色度、濁度の値が基準値以下であること、残留塩素の値から雑菌
の繁殖や健康への影響はないことを説明する。

36 H26.12.11 小林４ その他問い合わせ 水道局が自ら電話して検査をして回ることはなく、業者が公的な名
称を使って営業にまわっている可能性を説明する。

37 H26.12.11 逆瀬台５ 異物
（白い異物）

異物が出ている給水栓に原因がある可能性が高い旨を説明し、再
び異常があった時に連絡いただくこととする。

38 H26.12.16 仁川台 その他問い合わせ
（タイルへの付着物）

カルシウム、マグネシウム等の無機化合物が析出したものと考えら
れる。

39 H26.12.16 泉町 その他問い合わせ 貯水槽の検査を水道局がしてまわることはなく、給排水設備課に照
会していただくこととする。

40 H26.12.15 紅葉ガ丘 異臭味
（水道水が臭い）

室内のクロス等接着剤の臭いが出ていると考えられる。散水栓の水
で確認し、異常があれば再度連絡をいただくようお願いする。



整理
番号

受付日 場所 内容 対応・調査結果

41 H27.1.5 小浜５ 異臭味
（水道水が臭い）

臭いの感じ方には個人差があり、特に他所から来られた人の場
合、普段飲んでいる水道水との違いを感じ易いと思われる。塩素臭
の安全性には問題が無い旨を説明する。

42 H27.1.13 市外 データ提供依頼 依頼のあった地点、項目のデータを回答する。

43 H27.1.16 山本台３ 異臭味
（水道水が苦い）

体調が優れない場合、異臭・味を感じることがあるが、水道水は水
質基準を満たしている。異常が続くようであれば再度連絡をいただ
くようお願いする。

44 H27.3.17 山本西２ 異物
（青い粒）

パッキンの劣化とフレキシブルホースの内面剥離が原因として考え
られる。設備業者と相談していただくようお願いする。

45 H27.3.20 仁川北２ 着色・濁り
（茶色）

茶渋による変色と思われる。水道水の色・濁り、残塩について異常
は見られなかった。



 

 

 

 

 

９ 関係機関との連携 
 

 

(１) 武庫川水質連絡会 
武庫川流域の 7 水道事業体で構成し、その水質監視や保全に努めています。

また、水質事故発生時には県等関係機関との相互連絡通報体制によって迅速

な対応を図っています。 

 

(２) 猪名川水質協議会 
水道水源の水質向上を目的とし、猪名川から取水及び兵庫県企業庁から受

水している１０水道事業体で構成し、合同水質調査や専門委員会による調査

研究や情報の収集整理、研修会などを行っています。 

 

(３) 阪神北地域水質協議会 
阪神間北部の４市１町の水道事業体によって、情報交換や研修会を行って

います。 

 

(４) 兵庫県水道水質協議会 
より安全で良質な水道水を供給するために、県下の水質検査機関２７団体

が兵庫県水道水質管理計画の実施や水道原水の水質管理などを行っています。

また、水質検査の精度の向上を目的として外部精度管理を行っています。 

 

(５) 関西水道水質協議会 
関西２府４県の水道水質事業体、個人会員等によって水質技術の交流・向

上を目的として技術研究会を行っています。



 

 

 

 

 

１０ 資料 
 



(１) 水質検査地点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市北部 

市南部 

◎○東消防署西谷出張所 

川下川貯水池◇

□小林浄水場 

□亀井浄水場

◎○長尾山ふれあい公園 

◎○中山台サービスステーシ

ン

◎川面保育所 

○水質試験所 

□惣川浄水場 

武庫山公園○ 

西消防署宝松苑出張所◎ 

ゆずり葉緑地○ 

わかくさ保育所◎

逆瀬川保育所◎
◎安倉南第三公園 

○安倉中保育所  

○上下水道局 

○高司ふれ愛公園 

□小浜浄水場

◇深谷貯水池

□兵庫県営水道受水地点 

（中筋下配水地） 

◎給水栓（一日一回以上行う検査） 

○給水栓 

□浄水場 



(２) 基準項目の解説 
 基準項目と解説（平成２６年４月１日） 

１ 一般細菌（水質基準：1mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること） 

水道水の外部よりの汚染等を判定する指標として検査を行っています。 

２ 大腸菌（水質基準：検出されないこと） 

大腸菌は、人や動物の糞便中に多数存在するため人、動物の糞便水等に汚染されていな

いかの検査を行っています。尚、飲料水に大腸菌が検出された場合はただちに対応が必要

とされます。 

３ カドミウム及びその化合物 

（水質基準：カドミウムの量に関して、0.003mg/L 以下であること） 

自然水中に含まれることはまれであり、工場排水等から河川に混入することが考えられ

ます。 

４ 水銀及びその化合物（水質基準：水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下であること） 

自然水中には、ほとんど検出されることはありませんが、まれに地質由来により、湧水

中に含まれることがあります。河川等の汚染としては工場排水等が考えられます。 

５ セレン及びその化合物（水質基準：セレンの量に関して、0.01mg/L 以下であること） 

生体必須元素の１つです。自然水中に含まれることはまれであり、工場排水等から河川

に混入することが考えられます。 

６ 鉛及びその化合物（水質基準：鉛の量に関して、0.01mg/L 以下であること） 

河川等へは、工場排水等により汚染されると考えられますが、水道水中に検出される場

合は、給水に用いられる鉛管が原因と考えられるため、本市においては鉛管対策として pH

調整を行っています。 

７ ヒ素及びその化合物（水質基準：ヒ素の量に関して 0.01mg/L 以下であること） 

河川等へは鉱山排水、工場排水等により高濃度になることがあります。地下水において

も、地質の影響により検出することがあります。 

８ 六価クロム化合物（水質基準：六価クロムの量に関して 0.05mg/L 以下であること） 

河川等へはメッキ、染料の原料として使用されているため、工場排水等から混入するお

それがあります。  

９ 亜硝酸態窒素（水質基準：0.04mg/L 以下であること） 

生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で細菌等により

分解され、亜硝酸態窒素が生成されます。 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 

（水質基準：シアンの量に関して 0.01mg/L 以下であること） 

自然水中には、ほとんど含まれていませんが、メッキ工場等の排水により河川に含まれ

ることがあります。なお、通常の浄水処理では除去できないため、水道原水に含まれてい

る場合は取水停止等の措置が必要になります。 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（水質基準：10mg/L 以下であること） 

様々な窒素化合物が細菌等により分解され、亜硝酸態窒素・硝酸態窒素が生成されます。

硝酸態窒素は、体内で亜硝酸態窒素へ還元され酸素運搬機能がないメトヘモグロビンを生

成するため、水質基準は硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の合計量となっています。なお、給水

栓水での硝酸態窒素は、通常の水処理では変化しないため原水中の濃度とほぼ同じです。

12 フッ素及びその化合物（水質基準：フッ素の量に関して 0.8mg/L 以下であること） 

地質に由来し、ほとんどの自然水中に含まれます。また、工場排水等の混入により多く含

まれることもあります。本市においては、毎月市広報紙において検査結果を公表していま

す。 

13 ホウ素及びその化合物（水質基準：ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下であること） 

自然水中に含まれることはまれですが、火山地域の地下水、温泉水からの混入がありま

す。また、金属表面処理工場排水等からの混入により河川に含まれることがあります。 

14 四塩化炭素（水質基準：0.002mg/L 以下であること） 

フルオロカーボン類(フロン 11、フロン 12等の冷媒)の原料として使用されることが多く、

その他各種の溶剤、洗浄剤、殺虫剤の原料としても使用されています。なお、地表水に混

入した場合は、比較的短時間で大気中に揮散されます。 

 

 



15 1,4-ジオキサン（水質基準：0.05mg/L 以下であること） 

溶剤及び洗浄剤として広く使用されています。親水性、難分解性のため、地下水、河川

水等から検出されることがあります。 

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 

（水質基準：0.04mg/L 以下であること） 

溶剤、染料抽出剤、香料の製造に使用されます。表流水中に混入した場合は、大気中に

揮散すると考えられています。 

17 ジクロロメタン（水質基準：0.02mg/L 以下であること） 

塗料の剥離剤、プリント基盤の洗浄剤、エアロゾルの噴射剤等に使用されています。人

に対する健康影響としては、高濃度吸入暴露の場合、中枢神経系へ影響を及ぼします。 

18 テトラクロロエチレン（水質基準：0.01mg/L 以下であること） 

ドライクリーニング洗浄剤、金属表面の脱脂洗浄剤として使用されています。表流水中

に混入した場合は、大気中に揮散すると考えられています。 

19 トリクロロエチレン（水質基準：0.01mg/L 以下であること） 

金属機械部品等の脱脂洗浄剤、ドライクリーニング洗浄剤として使用されています。表

流水中に混入した場合は、大気中に揮散すると考えられています。 

20 ベンゼン（水質基準：0.01mg/L 以下であること） 

染料、合成洗剤、合成繊維、農薬等の多様な製品の合成原料、あるいはそれらの溶剤と

して広く使用されています。環境中での最大発生源は、ガソリンの燃焼に伴うものです。

21 塩素酸（水質基準：0.6mg/L 以下であること） 

消毒剤として使用している次亜塩素酸ナトリウムの酸化により生成されます。 

22 クロロ酢酸（水質基準：0.02mg/L 以下であること） 

塩素消毒の際、生成する消毒副生成物です。 

23 クロロホルム（水質基準：0.06mg/L 以下であること） 

浄水処理過程で消毒用の塩素と水中のフミン質等の有機物質が反応して生成されるトリ

ハロメタンの成分の１つです。一般に水道水に生成されるトリハロメタンの中で最も多く

生成される成分です。  

24 ジクロロ酢酸（水質基準：0.04mg/L 以下であること） 

水中にフミン質や類似物質が存在しますと、塩素処理等により生成される１成分です。

25 ジブロモクロロメタン（水質基準：0.1mg/L 以下であること） 

浄水処理過程において、消毒用の塩素と水中のフミン質等の有機物質が反応して生成さ

れるトリハロメタン成分の１つです。 

26 臭素酸（水質基準：0.01mg/L 以下であること） 

オゾンによる水処理や消毒用の塩素により、水中の臭素イオンが酸化されて生成される

成分です。また、自然水中にはほとんど含まれていませんが、生活排水、工場排水の混入

によって含まれることがあります。  

27 総トリハロメタン（水質基準：0.1mg/L 以下であること） 

クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムのそれ

ぞれの濃度の総和のことをいいます。 

28 トリクロロ酢酸（水質基準：0.2mg/L 以下であること） 

水中にフミン質や類似物質が存在しますと、塩素処理等により生成される１成分です。

29 ブロモジクロロメタン（水質基準：0.03mg/L 以下であること） 

浄水処理過程において、消毒用の塩素と水中のフミン質等の有機物質が反応して生成さ

れるトリハロメタン成分の１つです。  

30 ブロモホルム（水質基準：0.09mg/L 以下であること） 

浄水処理過程において、消毒用の塩素と水中のフミン質等の有機物質が反応して生成さ

れるトリハロメタン成分の１つであり、生成量は原水中の臭素イオン濃度に大きく影響さ

れます。 

31 ホルムアルデヒド（水質基準：0.08mg/L 以下であること） 

石炭酸系・尿素系・メラミン系合成樹脂の原料、医薬品、農薬や消毒剤等に使用されて

います。飲料水においては、塩素処理、オゾン処理に由来することが多いです。 

32 亜鉛及びその化合物（水質基準：亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下であること） 

生体必須元素の１つ。自然水中の濃度は微量であり、水中への汚染としては工場排水等

からの混入があります。水道の障害としては、給水管に使用した亜鉛メッキ鋼管の溶出に

よるものがあります。  



33 アルミニウム及びその化合物 

（水質基準：アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下であること） 

地球上に広く多量に存在する金属であり、浄水処理において凝集剤としてアルミニウム

化合物が広く使用されています。なお、凝集剤として添加されたほとんどは不溶性の水酸

化アルミニウムとなり処理過程において除去されます。 

34 鉄及びその化合物（水質基準：鉄の量に関して、0.3mg/L 以下であること） 

生体必須元素の１つ。自然界では 2 番目に多い金属です。河川水中の鉄は、地質に起因

するもののほか、鉱山廃水、工場排水から混入する場合があります。水道の障害としまし

ては、不快な臭気（金気臭等）、赤水があります。 

35 銅及びその化合物（水質基準：銅の量に関して、1.0mg/L 以下であること） 

生体必須元素の１つ。水道での障害としては、各家庭に設置している給湯器等の銅管よ

り微量の銅が水道水に溶出し、石けんの脂肪酸と反応して青色の「銅石けん」が生成され

るため、タイル等に着色することがあります。 

36 ナトリウム及びその化合物 

（水質基準：ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下であること） 

生体必須元素の１つ。自然水中に広く存在する元素です。海水、工場排水、塩素処理等

の水処理に由来すると考えられています。 

37 マンガン及びその化合物（水質基準：マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下であること）

生体必須元素の１つ。自然水中のマンガンは、主として地質に起因しています。水道水

においては、マンガンは微量でも色度が増加したり、配・給水管内で酸化した状態で蓄積

し、「黒い水」の原因にもなります。 

38 塩化物イオン（水質基準：200mg/L 以下であること） 

自然水中の塩化物イオンは、主として地質に由来します。塩化物イオンが、高濃度にな

ると味覚を損ないます。 

39 カルシウム､マグネシウム等（硬度）（水質基準：300mg/L 以下であること） 

水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウ

ムの量に換算して表したものです。硬度が高い水を硬水、低い水を軟水と表しています。

なお、カルシウム・マグネシウムは生体必須元素です。 

40 蒸発残留物（水質基準：500mg/L 以下であること） 

水を蒸発乾固した時に残る物質の総量を mg/L で表したものです。主な物質は、カルシ

ウム､マグネシウム､ナトリウム､カリウム､ケイ酸､塩化物等で、ほとんどが地質に由来して

います。なお、蒸発残留物が多く含む場合も、少ない場合も味に影響し、味覚を損ないま

す。 

41 陰イオン界面活性剤（水質基準：0.2mg/L 以下であること） 

合成洗剤の主剤の１つです。工場排水、家庭下水などの混入に由来しており、水中に存

在すると発泡の原因となります。  

42 ジェオスミン（水質基準：0.00001mg/L 以下であること） 

カビ臭の原因物質の１つです。湖沼などで繁殖した藍藻類のアナベナ等により生産され

て、水道水の異臭味障害を起こします。本市においては、川下川貯水池の状況等により活

性炭処理を追加します。  

43 2-メチルイソボルネオール（水質基準：0.00001mg/L 以下であること） 

カビ臭の原因物質の１つです。湖沼などで繁殖した藍藻類のフォルミディウム等により

生産されて墨汁のような臭いがします。本市においては、川下川貯水池の状況等により活

性炭処理を追加します。 

44 非イオン界面活性剤（水質基準：0.02mg/L 以下であること） 

水溶液中にて、イオン性を示さない界面活性剤を総称して非イオン界面活性剤と呼びま

す。主に、洗浄剤や乳化剤として使用されています。 

45 フェノール類（水質基準：フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下であること） 

フェノール類とは、フェノール(石炭酸)及び各種のフェノール化合物を総称したもので

す。主に、消毒剤・防腐剤に使用されており、天然中には存在しません。水道水において

は、水道原水にフェノールが混入すると塩素処理においてクロロフェノールが生成され、

水道水に不快な臭気をあたえます。 

 

 
 



46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)（水質基準：3mg/L 以下であること） 

水中の全有機炭素は、種々の有機化合物から構成されており、これらの有機化合物に含

まれる炭素量をいいます。水中に含まれる有機物総量の指標として用いることができるた

め、原水の有機物汚染の状況や浄水処理過程における水の処理性評価に利用することがで

きます。 

47 ｐＨ値（水質基準：5.8 以上 8.6 以下であること） 

pH7 は中性で、これより値が大きくなるとアルカリ性、小さくなると酸性です。pH 値は

汚染等による水質変化の指標となります。また、水処理において薬品注入率の決定・注入

の良否・水道器材に対する腐食性の判定に有効です。 

48 味（水質基準：異常でないこと） 

水の味は、地質・プランクトンの繁殖等に起因します。 

49 臭気（水質基準：異常でないこと） 

水の臭気は、藻類等の生物繁殖・地質・水の塩素処理等に起因します。 

50 色度（水質基準：５度以下であること） 

水の色の程度を数値で表したものです。天然水中の色度は、主に樹木などが微生物によ

り分解された有機物であるフミン質に由来し、類黄色ないし黄褐色を呈します。 

51 濁度（水質基準項目：２度以下であること） 

水の濁りの程度を数値で表したものです。濁りは、水処理効果の判定、水の汚染状況等

の判定で重要な項目となっています。  
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